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2．最高裁判所事件月表 （刑事）

令和4年11月分

1月からの累計

新受 既済

3564 3597

1558 ．－－ 1576

1月からの累計新 済受 未既 済
｜
｜
姉
一
一
畑

第一小法廷第二小法廷第三ノ

（59） ． 185 ‐(45） 136 （54）

(59) 1391 (45) 109 (54)

第二小法廷 第三小

(45) 109

法廷 計

総 数 ｊ
ｊ

８

８

５
５
１
１
く
く

４
１
４
２
１
１総 数

第一審判決に対するも
の

うち裁判員関与

1 1

上
告
審

訴
訟
事
件

控訴審判決に対するも
の 、 ｰ (54） 121 (158） 369９

８
３
１

ｌｊ
ｊ
９
８
５
１
ｌ
く

(45） 109 1557 1575

(9) 10 (10） 10 (37） 38 138 149うち裁判員関与

非常上-告

審
一
数

再
一
総

｜
妬23 20061 2021601 57 431 160 75 63 591 1971 46

句ワ

凸I

再審請求 ２ 3 25 28２ ３ 2 2 1 61

上告受理申立て 211 221 １ ２ 1 ２ ３

I

法廷等の秩序維持に関する

法律に基づく特別抗告

罰判決訂正申立て ９
－
班

９
｜
哩
一
兜

犀
事
件
以
外
の
事
件

特別抗告申立て 29
、戸

乙0
、介

乙0 81
句ワ

｡イ 副
－
２

雌
－
２

脂
－
１

15 R1
J上35 別

－
１医療観察再抗告 1

土
1 ３ 1 33□

費用補償請求

上訴費用補償謂求の
あったもの I

刑事補償請求

訴訟費用免除申立て ３ 3 ３ 9 1 1３ ３ 10 1 88 妬
一
皿

96

912

4

qq
UJ刑事雑 26 24

1，

上乙 62 34
no

色｡ 20
弓庁

Jイ 22 8 3 887

役収の裁判の取摘し上｜告事件

一
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4． 上告既済事件の審理期間表
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